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【基調講演】 刑務所出所者の社会復帰支援～暴力団離脱者支援の可能性～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拓殖大学政経学部教授　　守山　正

　このフォーラムでは暴力団離脱者の支援の話をすることになっているが、大変残念ながら、我々の学会

等で暴力団の社会復帰の問題を議論することは近年ほとんどなく、しかも暴力団関係の研究をする研究

者自体が非常に少ないという状況である。むしろ、本日は逆に発表される実務家の方の様々な議論を是非

参考にしたいと考えている。

　このフォーラムは、前福岡県警察本部長である吉田尚正氏（現警察庁刑事局長）から問題提起があった

と聞いているが、この「暴力団員の社会復帰」というテーマ自体、研究の少ない状況の中で非常に刺激に

なるものであり、今日の議論を私の学界にも還元していきたいと考えている。

　そこで、この発表では最終的には暴力団離脱者の支援という問題について、若干、私の海外の見聞も含

めて話したいが、暴力団離脱者を含む、基本的には犯罪者の一般的な社会復帰支援について議論したい。

1　再犯防止に向けた総合対策

　先ほど河合所長からも話があったが、犯罪対策閣僚

会議では平成24年に再犯防止に向けた総合対策が打

ち出されている。私も工程表を見たが、各部署がそれ

に向けて努力するとか、いつまでに何を達成するとい

ったような相当詳細な規定がある。それは暴力団の社

会復帰の支援も含めて考えるべきであろうと思う。

　政府は、この総合対策において今後10年間で刑務

所に再入所する者の割合（出所後2年以内）を20％以

上削減するとしている。

灘罪対策閣簾会織（平成24隼）

嗜獲防止に向け瀧総禽跳糠i

。策定後1◎年間の取組における数値目標

「珊務所出所後2銀以内に

　鳶び溺務所に入所する者等の割禽を

　今後壌0年間で　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　このような犯罪者の問題に関して数値目標を設定したというのは非常に画期的

である。果たしてこれがどの程度実現するのか、期待をしたいと思う。

　今日、このような対策を取らざるを得ない状況に

あるのは確かである。刑務所は現在、特に高齢受刑

者の収容比率が高まる状況を迎え、再犯率が依然高

い水準にある。画面2において、一番上の線が満期

釈放者の再入所率、中間が全体、下が仮釈放対象者

であるが、当然ながら満期釈放者の再入所率が高

く、仮釈放者が低い。全般的に2年以内の数値を

20％削減することが目標になっているので、政府の

目標を額面どおり理解すると、

相当厳しい数値であると理解している。

　　　　　　囹

わが壌の犯罪餐社搬復蝿状溌（2）
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2年以内の20．5％を16．4％にするという話になるかと思われる。これは

私がイギリスで高齢犯罪者の研究者にインタビューをした際に、ほとんどの犯罪者が40歳を超えると
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犯罪をやめると聞いたことがある。これは先ほど河合所長から紹介もあったデジスタンス（犯罪からの離

脱）という問題とも関わってくるが、大半の人が中年くらいで犯罪をやめるのである。従来の犯罪学の仮

説・テーゼにおいても、犯罪者にはある程度精神的なカ、肉体的なカが備わっており、犯罪には体力・気

力が必要であって、犯罪は若者の行為であるとされてきた。

　ところが、日本の状況はこれとは大きく異なっている。日本は高齢化社会であり、その中には体力がま

だ元気な人が多く含まれているということかもしれない。しかし、欧米でも高齢化社会は同じであり、そ

れでは、欧米ではなぜそんなに早く犯罪者生活をやめ、日本の犯罪者はやめないのかといったところは比

較文化研究の上でも非常に興味深いように思われる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆

　次に画面3は、一般刑法犯検挙者の中にどれぐらい再

犯者が含まれているかという比率を示したものである。

現在、まさに5割に迫ろうとしている。要するに、捕ま

えたら半分の人は何らかの犯罪歴があるということで

ある。検挙者数自体は減少傾向にあるが、再犯者率は依

然として非常に高い比率を維持しているのが現状であ

る。
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2　社会復帰の方法

　こうした再犯者が多い中で、犯罪者の社会復帰問題が

当然ながら議論になる。再犯を防ぐには社会復帰はどう

したらいいのか。伝統的に言えば、刑務所で犯罪者の処

遇を行い、何らかの環境調整を行って社会に戻していく

ということであるが、それについてジョン・ブレイスウ

ェイト（JOhn　Braithwaite）というオーストラリアの犯

罪学者が1989年に書いた本’Reintegrated　Shaming’

（再統合的恥の付与）が世界的にも大きなインパクトを

　　　　　祉金穫帰の力法
　　　議Bra薩襯a龍ピ薩鱒総ぎ譲麟§疑麟縛壌989

犯騨劃こ薄する社禽的茂露篇’S繍鵬’
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　狼騨書に醤して行為を葬難蜜るものの謝馨や賠償があれ嫁
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　雛ミュ篇ティ馨搬羅脅⑳スティグマを貼lj、続禽丁ることなく適放

与えた。私がイギリスに滞在した1990年代初めには、この本を教科書に使っている大学が多くみられた。

それほど、学会において犯罪者の再犯問題を考えさせる契機となったのがこの本である。

　その中心概念は‘shame’である。日本語に訳せば「恥」という言葉であるが、これは動詞として‘shaming’

という言葉で使われている。「恥づけ」と訳している方が多いようである。ブレイスウェイトのこの本の

中で非常に注目されたのが日本社会だった。いわば、日本社会を絶賛した本である。これが世界中の研究

者に読まれたことで、出版された直後に海外の学会に出席すると、常にこの本の話題になっていて、H本

社会は本当に犯罪者に寛容なのかと何度も聞かれたものである。

　画面4が示すように、ブレイスウェイトは、この本の中で犯罪者社会復帰の2つの方法を示唆してい

る。そのうちの1つがこの‘shaming’である。正確に言えば、本の題名ともなった「再統合的恥の付与

（reintegrated　shaming）」という用語である。これは簡単に言うと、犯罪者が行った行為の罰は罰とし

て受けさせるものの、愛情を持って社会にもう1回戻そうという意図が含まれる。これが再統合的恥の付
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与論である。そして、これを現代の社会で最も実行しているのは日本社会であり、そこで日本の社会の犯

罪者に対する対応を絶賛したのである。

　ただ、私の記憶では、彼の父親はオーストラリア人として第二次世界大戦中に日本軍とも戦った経験が

あり、日本軍が捕虜に対して過酷な扱いをしたことも彼は学会で指摘していたが、これは戦争という異常

時の環境の下であり、今の日本はそうではないと言っていたように思われる。

　もう一っの社会復帰方法が「排他的恥の付与」である。括弧の中に‘exclusion’と書いたが、これは

まさしく犯罪者の排除である。近年、‘social　exclusion’という言葉が欧米ではよく聞かれるが、欧米

社会では犯罪者の社会的排除が横行しているという話であろう。犯罪者を悪者として社会からも追放し、

排除し、統合することなく犯罪者を放置するやり方のことを‘exclusion’と言っているかと思う。

　言うまでもなく欧米の場合は人種問題を抱えているので、日本のように比較的まとまった社会とそう

ではない社会とを1つの基準で議論することは非常に難しいが、再統合的恥の付与と排他的恥の付与は

両極をなす社会復帰のやり方である。

　このように、日本が再統合的恥の付与の社会として位置付けられるのは、外国人からすれば、罪は罪と

して憎み、人は憎まない、まさしく「罪を憎んで人を憎まず」という格言があるとおり、我が国では犯罪

者を地域社会に再び包絡（inc！usion）しているように見えるのではないだろうか。

　考えてみると、この‘inclusion’とは我が子に対する親の対応に似ているように思われる。つまり、

子供が悪いことをした場合、当然叱らなけれぱいけないが、それは愛情を持って叱るわけで、憎しとして

接するわけではない。愛情を持って罰を与えるというのが親の態度である。日本社会は、これを犯罪者に

対して行っているというのがブレイスウェイトの見立てである。これに対して、排他的恥の付与、つまり

‘exclusion’はいわば他人の子ども、あるいは全く知らぬ犯罪者に対して、愛情のかけらもなく徹底的

に排除して自分たちの世界から追い出してしまうということではないかと思う。

　こういう議論がある中で、先ほどの再犯者が非常に増えている状況、再入所者も増えている状況、つま

り日本の社会は累犯者だらけになりつつあるといった中で、果たしてどのようにこの問題を解決すべき

であろうか。

　次の画面5は、今日の更生保護の課題を示してい

る1。そのテーマとして4点挙げられている。つまり、

再犯防止、出所者の就労支援、高齢犯罪者の支援、障

害を持つ犯罪者の支援。私は暴力団離脱者の支援と

いう新たなテーマをここに加えるべきではないかと

考える。

　ここに挙げられた人々はそれぞれハンディキャッ

プを持った者であるから、普通の支援だけではなか

なかうまくいかない人たちである。その意味で、こ

　　　　　今Hの灘生保護の課簸

・袴犯紡止

・出瀧麿の就労賓援

糀報ω騰攣繕1
　　　　　　　　　　①特溺調整
　　　　　　　　　　②壊域生活覆薄支擾センター
　　　　　　　　　　③各穫公的機関の連携
　　　　　　　　　　⑳欝◎、自助グループとの遮携

こに暴力団離脱者の問題を追加することは、現代的なテーマとしては妥当であろう。

そこで、更生保護の課題として、法務省保護局・保護観察所に所属する保護観察官と民間ボランティア

1画面5，画面6は、全国就労者支援機構の山田憲児事務局長の資料提供による。
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の保護司が連携を取りながら個別に犯罪者の社会復帰を探っていくということが伝統的なスタイルかと

思うが、最近、非常に多くの様々なグループ、機関、組織がこれに関わってきているということは、まさ

しく多機関連携、マルチ・エージェンシーの動きが日本でも定着し始めているという印象を受けている。

　画面6は犯罪者の社会復帰の条件として、関係省庁連絡会議で確認されたものであるが、居住場所の確

保、就労とその継続、適切な支援・社会サービスの提供等が掲げられており、ここまでは誰もが思いつく

要素かと思われる。

　当然ながら、刑務所から出てくれば居住の場所を

探さなければならない。この中には、伝統的には更

生保護施設があり、国の経費を使って最大で6か月

間無料で宿泊・食事を提供しているが、ただ、民間

の運営であり、収容定員も限られており、必ずしも

専門的ではない場合もあって、特に処遇困難な人た

ちを受け入れるのはかなり難しい。とりわけ暴力団

離脱者がこの施設に居住するのは、他の収容者の関

係もあり、難しい場面があると思われる。

猫騨者⑳社禽復帰の条件

§屠健場所の確保

爵就労とその継続

幽適切な支援・祉会サービス
　濠磯緕藩鐵斎嚢讐の凝会後鰯臓に欝顎欄鎌雀摩蓮綴職く箪蔑葡年鋸綬鍛〉

翻嚇身の蜜竃

　ここに挙げた居住場所の確保、就労とその支援、適切な支援・社会サービスという3っの条件に加えて、

もう一つ、心身の安定という問題があるかと思われる。つまり、社会復帰の過程で、例えば仕事を続ける

場合に、本人の精神状態が安定しておらず、動揺があるとすれば、持続可能な活動を行うのは困難である

と思われるからである。

　特に、元暴力団員という特殊な社会的地位にあった者の心身の安定をどのように維持していくかは非

常に難しい問題である。従来の犯罪組織との関係、一般世間との関係、家族との関係など、一般の犯罪者

よりも更に心中は複雑であることが想像される。そうした中で、社会復帰を支援する者はその心の中に入

っていって、外観からは見えないような微妙な心の動きも読み取っていかなければならない。支援者の役

割は本来、そのような任務を抱えていると思われる。後にこの問題にも少し触れたいと思うが、暴力団員

の社会復帰支援を行う者は、一般の犯罪者よりも更に、このような厄介な問題もクリアしていかなければ

なら、ないのではないかと思われる。
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3　多機関の連携（イギリスの例）

　ここで、イギリスの犯罪者社会復帰に対する取組の

例を若干紹介したい。イギリスでも再犯率の高さはつ

とに指摘される問題である。そこでさまざまな再犯率

削減策が掲げられているが、その中に地域司法センタ

ー （co㎜unity　justice　centre）と呼ばれる試みがあ

る2。これは比較的新しい制度で約10年前に設立され

た新型の裁判所である。私も設立直後に、リバプール

市郊外にある、この施設を現地の研究者と一緒に見学

した経験がある。

多機灘の連携イギリスの鯛

・地域司溝センター〈心⑥蹴鋤糊ity　iN＄tice　centre）

・饗決後⑳狛羅警勇學後観察く霧難防鑑）

　閥題解決難銃判斎

　夢ぎ縷鴇1伽響蜘醸ダ　から轟糠鰹難練S無ダへ

　　唖　覆一的難環で縁なく、問籍剥に対麻

・嚢型麹な多機騰協鰻難麟

　公的機関：警察．検寮、灘覇漸、少年搬衡、刑霧漸、保議競寮

　毒絵灘灘：住毯、就職、像儀織鑑、犠緩な9の機驚

　この見学で非常に驚いたことで、画期的であると思われたのは、この裁判所には専属の裁判官が1人し

かおらず、しかもその裁判官は地元出身者で地域密着を狙う試みとされたことである。そして、その裁判

官に加えて警察、検察、少年機関、刑務所、保護観察所等の職員がこの裁判所に出向し、裁判所建物2階

に一同に事務所をそれぞれ構えているという体制であった。さらに、自治体からも住宅関係者、就職関係

者、保健衛生、福祉の関係職員の出先機関があり、この2階はまさに多機関協働の象徴の場となっていた。

　そして、この地域司法センターの最大の特徴は、裁判で有罪判決を与えた犯罪者を、定期的に呼び出し

て予後もチェックすることである3。すなわち、判決後1か月後ぐらいに、ここで判決を受けた犯罪者の

再犯はもちろん、生活の状況、仕事の状況と細かくチェックされる。しかも、このチェックをするのが裁

判官自身である。自ら言い渡した判決をまさしく見届ける仕組みである。これは当然ながらイギリスでも

非常に大きな話題となり、その後、2～3か所類似の施設がつくられている。

　ところが、昨年、この地域司法センターは急遽閉鎖されてしまった。その最も大きな理由は経費がかか

りすぎるというものである。今やイギリス政府（キャメロン政権）も緊縮財政政策をとっており、刑事司

法経費の大幅な削減を行っている。なるべく節約するという方向にあって、この裁判所では対象者の人数

が少ない割に経費がかかりすぎたと判断されたのである。再犯率は比較的良かったが、他の裁判所に比べ

て有意に良かったとも証明できなかったということで、残念ながらこのシステムは現在閉鎖中である。学

界や大学の研究者はこの制度を絶賛しており、むしろこれを増やすべきだと主張したが、財政問題から頓

挫したのである。

　私から見れば、このような発想は理想的であり、犯罪者の社会復帰の在り方としてはこうあるべきだと

思われるが、このように丁寧に犯罪者の予後を見守るには経費はかかることを否定できない。つまるとこ

ろ、国が犯罪者の社会復帰にどれくらいお金をかけるつもりなのかということになろう。

　この地域司法センターは問題解決（problem－solving）型裁判所とも呼ばれている。簡単に言うと、犯罪

は個人の問題ではなく、地域社会自体の問題であり、地域社会の問題を解決しないかぎり犯罪者の再犯を

2イギリスの地域司法センターの試みについては、守山　正「イギリスにおける問題解決型裁判所の展

開～2つの地域司法センターの評価をめぐって」拓殖大学論集（政治・経済・法律研究）16巻2号
（2014年）55～77頁参照。

3この制度は判決再審査（review）制度であり、1998年犯罪及び秩序違反法（Crime　and　Disorder　Act

1998）に規定されている。
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防ぐことはできないと考えるのである。イギリスでも裁判官は公務員であるから定期的に転勤するが、こ

この裁判所は裁判官が地域に定住し異動せず、地域住民の一員として裁判所で勤務するスタイルで、初代

所長には、フレッチャー（FIetcher）という非常に有名な裁判官が就任したことで話題になった（筆者も

訪問時に意見交換を行ったが、大変情熱のある裁判官という印象であった）。そうした理念に根ざした裁

判所であったが、結果的には閉鎖という残念な結果となったのである。

4　暴力団の現状

　残り時間で多少暴力団の状況についても議論した

い。

　暴力団活動の最近の特徴の1つに資金獲得手段の

多様化がしばしば指摘される。河合所長からも、暴力

団は様々な手口を使って資金源を探っているという

情報が寄せられた。

　もっとも、暴力団勢力は衰退をしており、暴力団に

よる犯罪自体も減ってきているとされている。ただ、

年代、10万人近くといった非常に高い水準を保ってい

た構成員数が、暴対法の成立を契機に、多少上下はあ

るが急激に減少傾向をたどっていることが分かる。

　このように減っているということは、辞めた人がい

るということである。暴力団に入る方も減っているの

かもしれないが、辞めている人がいることに注目する

と、この辞めた人たちに対してどういう受け皿を準備

暴力団の現状

・ 資鍛獲欝拳段の婁謙燃
　繍〉総繊実態の麟蕨、企霧⑳仮蒙駕、公鮪嬢付鯵縫の癒薦

　　蜷殊難歓への鷺鐘など
・ 難灘欝勢力⑳駿溝
　⇒・懸力醸⑳解散・壌灘s薦擁還麟の落簸鑑
・ 暴灘醗搬羅鍛濾優
　鋤　轟力や麟力に儀露し謙い獲羅へ
・ 灘麟灘鐡《灘タ紗集醐）醗購灘
　：⇒　繋離濠⑳雛醸．巖力鐵との遷総

その間隙をぬって半グレ集団と呼ばれるようなグループが暗躍をしているというような報道もみられる。
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するのかを当然議論しなければいけない。先述のように、犯罪関係の学界はこの分析を怠ってきたと言わ

なければいけない。

　大学の授業では、刑事政策や犯罪学の科目で、毎

年必ず暴力団の話をテーマとして1コマ話す機会

がある。これらの授業では、なぜ暴力団が生まれた

かを画面10などを使って説明している。これはあ

くまでも私の見方であるので、本当に正しいのかど

うか、警察関係者が見ると少し違うおそれもある。

　左側がいわゆる農村型「やくざ」と呼ばれるグル

ープである。このグループが地方、特に農村の貧し

い農家の子弟を集めて組織をつくり、親分が自ら資

　　　　　囹

農村蟹『やくざ」から穣斎蟹「墨力蹴凄へ

　　一

訟⑧

金
の
識
れ↑

●親分

㊧ps

　　　　　義翻璽「暴力鋤　、

藩欝鷺（鍵事分λ暴力〉←銭力鑓薄簾法
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金獲得活動で地域に出ていって金を稼ぎ、子分に分け与えていたということを示している。だから、当時

のやくざの親分は「我々は社会福祉の事業をやっているのであって、地域の不良を集めて社会復帰させて

やっている。仕事も与えて犯罪をさせないようにしている」と言ったという話も聞いたことがある。

　この農村型「やくざ」は、縄張り自体それほど大きくなく、このシマと呼ばれる縄張りの中で比較的小

規模に活動し、それを資金源にしていたのである。

　ところが、1960年代から70年にかけて日本は戦後初めて高度経済成長期を迎え、新幹線、東京オリン

ピック、大阪万博というように、都市の中で従来にない好景気を迎える。いわゆる建築ラッシュで土建業

者等が活況を呈する中で、その利権や資金を求めて農村型「やくざ」の中には都市に進出して活動する組

織が現れるようになった。そのような巨額の資金源を得たグループは次第に巨大化していき、群雄割拠を

繰り返し、大規模な組織が中小の組織を自らの傘下に収め、ますます巨大化したのである。

　その結果、農村型「やくざ」の非常に小さな規模の組織は、大規模な組織に縄張りが荒らされ、抗争の

結果その傘下に入るということを繰り返していくうちに、山口組等の巨大組織が広域暴力団と呼ばれる

ような大規模組織に成長したのではないか。

　その際に、農村型「やくざ」の小さな規模の組織は大規模組織の傘下に入ると大組織から上納金を強制

され、請求されるようになり、かつては親分が子分のために稼いでいたものを、今度は上納金として上部

組織に納めざるを得ない状況になってきた。そうなってくると、子分たちにも親分は「お前たちも少し仕

事をしてくれ。そして稼いで助けてくれ」という話になり、そこで子分たちが街に出て資金獲得活動を開

始するようになった。これがいわゆる民暴（民事介入暴力）の現象ではなかったかと思われる。

　っまり、かつては市民に手を出さない、かたぎに手を出さないと呼ばれていた組織が、市民に介入する

ようになってきた。これ自体、社会からすれば治安の維持という観点からは当然ながらゆゆしき問題であ

り、警察もこれを放置するわけにはいかないということから暴対法ができたのではないかというのが、私

の授業における説明である。ただ、先ほど述べたように、これが果たして正確なのか必ずしも自信がある

わけではなく、この機会に示唆を受けたいと思っている。

5　刑事施設における特別改善指導

　それでは暴力団離脱という取組について、法務省

矯正局は何をやっているのだろうか。当然ながら、

刑務所でも特別改善指導と呼ばれる取組を暴対法

の対象となっている暴力団構成員に任意で実施し

ている。特別改善指導ということでいろいろな事項

が挙げられており、自己の問題点の認識、暴力団の

反社会性の理解、離脱の具体的な方法の検討、離脱

の決意等が指摘されているが、特に重要視されてい

るのが出所後の生活設計である。

　このような指導を全国の36施設で、講義や討議、

珊事旛設における特麗孜癬旛導

t懸事鍛蜜旛譲灘霧緯篠膿跨

　敏繋撰靴の対象

　　墨対議規驚の農力囲箆

骸釜擦磁（糊撒謝講）

mp霞己の鑓題点の雛議

⇒　墨力圏の覆独象性の理解

⇒　離朧の異体的な宕漆を検甜・難繊の決慧

鋤　雛購後o生議鱗
・霊簸3難摩で講義、嚢曇譲、欄灘薗鍍、諜講｛繁文、犠聴覚載繕など

で嚢濾　⇒・霧黛超o入がら6GO人が受講

個別面接、課題作文、視聴覚教材等を使って実施しているということである。毎年400人から600人が受

講しているとされるが、暴力団の収容者数の全体からみて、この数字は多いのか少ないのか。任意という
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こともあり、実感ではやや少ないイメージであるが、刑務所で一定の時間をとって、離脱指導をやってい

ること自体、当然ながら十分な意義があると思われる。ただ、問題はその中味であろう。

　問題は、刑務所で行っている離脱指導の結果、実際に離脱を果たしているかどうか、その成果である。

もっとも、実際の離脱が確認できるのは出所後であり、最近は刑務所も警察と連携を取っているようであ

るが、施設側の現状としては把握していないようである。中には離脱の意思を偽装して、仮釈放に有利に

なるように計算する者も含まれるから、実態はおよそ掴みにくいのが現状である。

　実際の離脱の状況に関しては文献がなかなか探しきれず、ちょっと古い資料になるが、平成20年に暴

力団から離脱した人の数がたまたま論文に出ていたので紹介したい。

　平成20年では、暴力追放運動推進センターあるいは警察が離脱指導した相談件数が年間で1，363件。

そのうち実際に離脱した人が780人という。その結果、大体、相談した人の半分ぐらいが実際に離脱をし

たことになる。その中で更に一定の仕事に就いた人は、社会復帰対策協議会経由とのことなので限られて

いるかとは思うが、21名である。離脱者のうち就職した者が3％弱ということは、どう見ても少ない数

字と言わざるを得ない。

　また、警察庁が作成した「平成26年の暴力団情勢」によると、離脱者の数は平成17年から平成26年

では年間で大体500人から800人程度の間を前後しているようである。

6　暴力団離脱指導のポイント

　暴力団を離脱させる場合、画面12にあるように、

様々な指導や教育が必要になる。そのうち、非常に重

要なことは、アイデンティティーの問題である。つま

り、離脱した元暴力団員が自分をどのように位置づけ

るかということである。当然ながら、暴力団の組織に

いる頃は暴力団員としてのアイデンティティーを持

っていたと思われるが、今度は離脱をした際には、自

分は善良な社会人であるというアイデンティティー

を持たなければならず、このアイデンティティーの転

換を彼らは自己の内部で行わなければいけないので

墨力蹴離騰摺導の求イント

・麟薦の魏漁熱の擬擬と数塾

囎銭藤鷺鈴羅羅

・認鶴（潔蕨・犠愈）に隊え勘影擬⑳認議

・簾麓嚢繋の繊

。薫λによる霧穣可黛姓

穣騰⑳灘織露淑囎欝
・就労鉱凝業の織綾

・禽潜鍛欝鈴検欝

ある。それはそう短期間に完了するものとは思われないが、明瞭に離脱が実現するためには、そのアイデ

ンティティーの転換が図らねばならない。真の意味での離脱はまさにそこにかかっている。この問題は先

ほど指摘した心身の安定という問題とも絡んでくるように思われる。

　様々な生活や意識を変えるということは、相当困難な問題であるが、しかし、離脱の指導や支援という

側面では極めて重要な要素である。



90　刑務所出所者の社会復帰支援～暴力団離脱者支援の可能性～

7　デジスタンス（離脱）研究

　そこで先ほどから何度か話が出ているデジスタン

ス（desistance）という問題を取り上げたい4。先に指

摘したように、近年欧米ではデジスタンス研究が非常

に盛んである。これまでの伝統的な犯罪学は「なぜ人

は犯罪を行うのか」を議論してきた。いわゆる犯罪原

因論である。そして、その原因として家庭崩壊とかス

ラム街等の居住地域の悪環境とか、様々な原因を探求

してきたが、この新しい議論ではそうではなく、「な

ぜ犯罪者は犯罪をやめるのか」ということである。こ

　　　　デジスタンス（離騰》翻窯

“Pe＄韮§量鰍¢鰹「鵜羅から⑳離醗護

　⇒　「な燈機嚢磯繕認羅をやめる⑳か2
　　　　el．転鯖的癒馨攣「人繕なゼ観雛を餐うのか」

　　　　　　　　　畢

　Sheffleld期魔く求トムズ）

　？eblngett繕rc（ケルナー＞

　liVUtpaotensc（マルーナ）

　鰻雛vq幻繕寓（サンツソン）

蹄驚憾⑳あ嚇に轍

れは当然ながら常習累犯者が前提になる。人生に1回しか犯罪をしないような人はもちろん対象になら

ない。欧米の調査では、常習的に犯罪を行っていた人たちのうち、犯罪を長期間行っていない人を訪ねて

理由を問うのである。保護観察所からの情報を得て、犯罪離脱者を探し出し、これらの人たちにも調査協

力費を支払って行うから、デジスタンス研究は多額の資金を必要とする。

　こうした研究により明らかになってきた離脱要因にはいろいろあるが、1つは結婚したとか子どもが

できたとか、そのような人生の転機という要素が非常に大きいことが共通した見解になっている。ほかに

も、保護観察を受けた時の保護観察官に人格的に共鳴できたというように、支援者・処遇者との人間関係

が契機となる場合もあるから、警察官が支援者としてそういう契機を与えることも可能であるように思

われる。つまり、人的な接触がかなり大きな転機になっているというのも1つの研究知見である。

　この研究を実際に日本でやろうとすると多分不可能だろうと思われる。このような研究を可能にして

いるのは犯罪者を扱う刑事司法機関側の資料提供である。先に述べたように、実際、欧米の研究では大学

研究者に対して保護観察所から犯罪者に関する詳細なデータ提供がなされる。離脱した元犯罪者の氏名・

住所はもちろん、現在の職業、家族構成等詳細な情報である。おそらく我が国では、この種の研究を行お

うとして公的機関に打診すれば、真っ先に個人情報の問題ではねられるであろう。そこが欧米と我が国の

研究環境の決定的な違いである。

　しかし、暴力団の離脱支援等を議論するのであれば、こうした研究が果たす役割は大きく、将来矯正保

護の在り方にとっても、デジスタンスに向けた1つのテクニックにはなってくるかと思われる。

4デジスタンスの研究状況については、守山

ジスタンスと刑事政策」145頁以下参照。

正『イギリス犯罪学研究1』　（成文堂、2011年）、　「デ
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　画面14は、これらの研究結果を基に、デジスタンス

はなぜ起こるのかをみたものである。研究者は大体3

つぐらいの理由を挙げている。第1に人生の転機、先

ほど述べた人的な接触、さらには刑務所や軍隊経験を

1つの契機にしている人もいる。そして、私が重要だ

と思っているのは認知的転換という問題であり、これ

がアイデンティティーの転換や確立の問題である。一

般のデジスタンス研究では、犯罪者のアイデンティテ

ヂジスタンス麟獄ぜ趨菰るか

㊤人生⑳職機

　av人との幽会い、結婚、率ども誕生、軍隊経験

③認鰯縫灘機

　⇒　逆境克綴（Cよるアイデンティテ’t’の変佑

③購騒

　⇒臓擁、後悔、覆省

イーから、非犯罪者のアイデンティティーへの転換ということになる。つまり、

という意識である。

「私は犯罪者ではないj

8　ボストン警察プロジェクト

　もう1つ、警察レベルでのギャング離脱の取組とし

て、ボストン警察プロジェクトが知られる。これはボ

ストン市において若年者がギャングの抗争を続け、こ

れによって毎年、殺人による若者の死者が40～50名

発生するという深刻な事態であった。これに対して講

じられた警察によるプロジェクトである。このプロジ

ェクトは1990年代にデイビッド・ケネディ（David

Kennedy）という大学の研究者が発想したもので5、

‘pulling　levers’（レバーを引く）を標語に、ギャ

求ストン警薬プ魏ジmeクト

　　‘鞠蒲R9　kevers’

・短9◎零僅、aa麟K＆撒麟￥⑳整案

・馨馨離華ン夢⑳灘霧鵜罐鶴灘潤篠

・ギャング主導嶺O行勤バターンを羅寵

・搬羅灘煮の鍵議

・アメ（社禽サーヒス⑳擁供〉ζムチ（厳格奪濠執行徽P麟醜匡鮮金の

　ぐン餐ン墜ぜプ侮鍵爆麟騰⑳斡簾

・多機隣湊携ワwwキング・グ壕備ブによる

　鞍霧、検鱗、溺繍駿．爆簾織叢醗．糠搬禰蓬機鰍二愚簾代畿

・6藩緯欝鍵1轍¢鑓藤1織＄畷奪騨起レて驚蟻擦竈に馨疎

・鷲驚警殺人獄縫灘的雛纏憲融縄擬効議

ングを辞めさせるディスインセンティブないしインセンティブとして、一方で刑罰の厳格な適用を示唆

しながら、他方で積極的に就職の斡旋をするという抑止戦略であった。その結果、統計的にも若年者の殺

人件数や被害者数を減らすのに成功したとされており、その後、ギャング離脱の有効な手段として全米の

主要な警察署がこの手法を取り入れたといわれる6。このプロジェクトの意図や成果については十分な理

解があるわけではないが、今後の離脱研究の1つの素材にはなろう。

9　元暴力団員の離脱支援の課題

5David　Kennedy　et　a1，　Reducing　Gun　Violence：The　Boston　Gun　Prolect’s　Ceasefire，　NIJ，2001．

　なお、このボストン警察プロジェクトについては、警察学論集において辻義之「ボストン市警による

若年者暴力対策一ニューヨーク市警と異なる手法の成果と試練一j　（55巻10号、2002年）、デビッ

ド・ケネディ「犯罪の根底と刑事司法～戦略的犯罪抑止統制」　（59巻5号、2006年）により紹介され
ている。

6Antheny　Braga　and　David　Weisbvird，　The　Ef6ects　of“Pulling　Levers”Focused　Dete翌rence

Strategies　on　Crime，　The　Campbel1　Collaboration，2012．



92　刑務所出所者の社会復帰支援～暴力団離脱者支援の可能性～

　最後に支援の課題であるが、これまでみてきたよ

うに課題は種々存在する。

　しかし、いずれにしても支援といえば、社会の受

け皿をどう確保するかという問題に帰する。暴力団

を辞めうというだけでは、離脱者はかえって路頭に

迷うだけであり、確かに辞めうと言う限り、受け皿

をあらかじめ準備して、社会的支援を受けるように

勧めるのが本筋であろう。離脱者の社会復帰を進め

ていくには、このような方策は必須である。

　　　　　　剛

　　　驚畿力鐵灘の離騰驚緩の課題

・祉会⑳受纏滋をeう確像するか

・離騰憲鑛駿一駿凝禽緩凝う難購漆麓蕎渉

・ 難脱憲懸をどう掩纏ぎ健るか

・ 縷縫離騰壷蕊う鋳ぐ浄

・ 難騰支擾と霧猫防蕊

畢『フ？イデン夢イジィ」の磁

　もっとも、離脱意思をどう持続させるかは困難な問題である。刑務所出所時には離脱するといいながら

結局離脱できなかったというケースも少なくないといわれる。先にみたように、仮釈放を取るために離脱

したいという嘘の意思を示したけれども、実は離脱しなかったという虚偽離脱の問題も気になる問題で

はある。しかし、これも社会の受け皿が充実すれば状況は変わる可能性もあると思われる

　そして、最後は再び、アイデンティティーという問題に行き着く。つまり、自分は善良な社会人として

社会に戻って家族と一緒に生活したい、そして継続的に仕事を続け、きちんとした収入を得るというアイ

デンティティーの確立が生じれば、離脱は本物であり、継続的、恒久的になるはずである。

　確かにアイデンティティーを変えるのはそれほど簡単な問題ではないが、しかし、これを克服しないか

ぎり元暴力団員を含め、犯罪者のデジスタンスへの確実な道筋は見えてこないように思われる。


